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就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

　
「
中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
」

は
、
何
ら
か
の
理
由
で
学
校
に
通

え
な
か
っ
た
人
な
ど
で
、
次
の
受

験
資
格
の

（1）
〜

（4）
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
、
中
学
校
卒
業
程

度
の
学
力
が
あ
る
か
ど
う
か
を
認

定
す
る
た
め
に
国
が
行
う
試
験

で
、
合
格
者
は
高
等
学
校
の
入
学

資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（1）　

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で
あ

る
人
ま
た
は
就
学
義
務
猶
予
免

除
者
で
あ
っ
た
人
で
、
平
成
19

年
3
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳

以
上
に
な
る
人
。 

（2）　

保
護
者
が
就
学
さ
せ
る
義
務

の
猶
予
ま
た
は
免
除
を
受
け

ず
、
か
つ
、
平
成
19
年
3
月

31
日
ま
で
に
満
15
歳
に
達
す
る

人
で
、
そ
の
年
度
の
終
わ
り
ま

で
に
中
学
校
を
卒
業
で
き
な
い

と
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と

文
部
科
学
大
臣
が
認
め
た
人
。 

（3）　

平
成
19
年
3
月
31
日
ま

で
に
満
16
歳
以
上
に
な
る
人

（
（1)
、 

（4)
に
掲
げ
る
人
を
除

く
）。 

（4）　

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
人

で
、
平
成
19
年
3
月
31
日
ま

で
に
満
15
歳
以
上
に
な
る
人
。

【
願
書
受
付
期
間
】

　
平
成
18
年
8
月
25
日
（
金
）

　
〜
９
月
12
日
（
火
）

【
問
合
せ
】

　
市
教
育
委
員
会
指
導
課

　
☎
９
７
８

−

２
０
２
０

　
担
当　
山
城

　
『
人
・
文
化
・
心
・
次
世
代
へ

　

架
け
橋
イ
ベ
ン
ト
』
と
題
し
、

う
る
ま
市
地
域
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

が
開
催
さ
れ
ま
す
。
楽
し
い
イ
ベ

ン
ト
を
多
数
用
意
し
て
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

・
地
元
バ
ン
ド
ラ
イ
ブ
・
展
示
ブ

ー
ス
・
ク
イ
ズ
大
会
・
屋
慶
名
青

年
エ
イ
サ
ー
・
親
子
ス
タ
ン
プ
ラ

リ
ー
大
会
・
無
料
抽
選
会
（
県
産
・

今
年
も
ま
た
、
市
文
化
協
会
の
会

員
に
よ
る
舞
台
発
表
、
作
品
展
示

会
を
開
催
し
ま
す
。

　
多
く
の
市
民
の
ご
観
覧
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

【
舞
台
の
部
】
入
場
料
５
０
０
円

・
日
時　
７
月
15
日
（
土
）

　
　
　
　
〜
16
日
（
日
）

・
場
所　
市
民
芸
術
劇
場

　
　
　
　
響
ホ
ー
ル

【
展
示
の
部
】（
入
場
無
料
）

・
日
時　
７
月
28
日
（
金
）

　
　
　
　
〜
30
日
（
日
）

・
場
所　
市
石
川
保
健
相
談

　
　
　
　
セ
ン
タ
ー

【
問
合
せ
】

　
う
る
ま
市
文
化
協
会
事
務
局

　
☎
９
７
８−

２
３
２
９

・・・ 市内の建築士事務所を立入点検します！・・・

　　毎年６月 1 日から６月 30 日までを、「建築士事
務所立ち入り指導強化期間」とし、特にこの期間は
重点的に立ち入り指導を行うことになっています。
　沖縄県では、建築士事務所の立ち入り指導を積極
的に実施することにより、建築士事務所の業務の適
正な運営を確保し、違反建築の防止及び建築物の質
の向上を図ることを目的として、各土木事務所、各
支庁及び各特定行政庁の建築行政担当者と協力して、
建築士事務所の立ち入り指導を行います。
　点検項目は、建築士法に規定された内容について
点検します。建築士事務所の登録事項の変更の届出
状況、管理建築士の専任状況、業務に関する帳簿の
備え付け及び保存の状況、図書の保存状況、標識の
掲示状況、設計の委託者に対する建築士の設計内容
の説明努力義務、業務の実績等に関する書類の閲覧
制度、建築主に対する設計・工事監理の内容等を記
載した書面の交付義務、業務に必要な表示行為の状
況、その他の業務執行状況、工事監理体制の状況等
を確認指導します。

【問合せ】都市計画部　建築指導課　
　　　　  ☎９６５−５６０１

「建築士事務所立ち入り指導強化期間」
（６月 1 日〜６月 30 日）

う
る
ま
市

地
域
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　
「
う
ち
そ
ろ
て　

高
め
ら
な　

う
る
ま
市
の
文
化
」
を
テ
ー
マ
に

第
二
回

う
る
ま
市
民
総
合
文
化
祭

外
国
産
昆
虫
）・
屋
慶
名
闘
牛
大

会
等

【
日 

時
】
６
月
24
日
午
後
１
時

　
　
　
　
　
　
25
日
午
前
９
時

【
場 

所
】
与
那
城
総
合
公
園

　
　
　
　
多
種
目
球
技
場

【
問
合
せ
】
屋
慶
名
大
樹
の
会　

屋
慶
名
闘
牛
組
合　
☎
０
９
０

−

８
２
９
３

−

４
９
７
０
（
金
武
川
）


